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第１ 保育所の運営管理

B

・実習⽣等の保育に関わる専⾨職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしているか。

Ａ）実習⽣等の保育に関わる専⾨職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組を実施している。

Ｂ）実習⽣等の保育に関わる専⾨職の研修・育成について体制を整備してはいるが、積極的な取組には⾄っていない。

Ｃ）実習⽣等の保育に関わる専⾨職の研修・育成について体制を整備しておらず、教育・研修が⾏われていない。

Ｂ）保育の提供に関する記録を⾏う書類を整備しているが、その種類や内容が⼗分ではない。

Ａ）各種マニュアルの検証・⾒直しを⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。
B

Ａ）保育の提供等に関する話し合いの場を設けており、職員の共通理解も⼗分図られている。

保育所にある各種マニュアルについて、検証・⾒直しを⾏っているか。

Ｂ）各種マニュアルの検証・⾒直しを⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｂ）職員の職務（役割や責任の範囲など）を明確にしているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）職員の職務（役割や責任の範囲など）を明確にしていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｂ）保育の提供等に関する話し合いの場を設けているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）保育の提供等に関する話し合いの場を設けていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

個⼈情報の保護に配慮した保育所の運営を⾏っているか。

A

職員の職務（役割や責任の範囲など）を明確にしているか。

B
Ａ）職員の職務（役割や責任の範囲など）を明確にしており、職員の共通理解も⼗分も図られている。

Ｃ）保育の提供に関する記録を⾏う書類を整備していない。

保育の提供等に関する話し合いの場を設けているか。

B

Ｂ）個⼈情報の保護や守秘義務に関する規程などを整備しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）個⼈情報の保護や守秘義務に関する規程などを整備していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

B
Ａ）職員の労働環境や意向を定期的に把握し、改善する仕組みが⼗分構築されている。

保育の提供に関する記録を整備しているか。

A
Ａ）保育の提供に関する記録を⾏う書類を整備しており、その種類や内容も⼗分である。

Ｃ）各種マニュアルの検証・⾒直しを⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

A

保育所の利⽤開始（保育の提供）に際し、保護者に重要事項説明書の交付及び説明を⾏っているか。

A
Ａ）重要事項説明書の交付及び説明を⾏っており、保護者から同意書を受領している。

Ｂ）重要事項説明書の交付及び説明を⾏っているが、保護者から同意書を受領していない。

Ｃ）重要事項説明書の交付及び説明を⾏っていない。

評   価   項   ⽬ 評価

職員の労働環境や意向を把握し、必要に応じて改善する仕組みが構築されているか。

職員の福利厚⽣や健康維持のための取組を⾏っているか。

Ｂ）職員の労働環境や意向を定期的に把握する仕組みはあるが、改善する仕組みが⼗分ではない。

Ｃ）職員の労働環境や意向を把握していない、⼜は改善する仕組みがない。

Ａ）個⼈情報の保護や守秘義務に関する規程などを整備しており、職員の共通理解も図られている。

Ａ）職員の福利厚⽣や健康維持のための取組を⼗分⾏っている。

Ｂ）職員の福利厚⽣や健康維持のための取組を⾏っているが、⼗分ではない。

Ｃ）職員の福利厚⽣や健康維持のための取組を⾏っていない。



第２ 保育の内容

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『表現』を踏まえた保育を提供しているか。

A

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『情緒の安定』に関する援助を適切に⾏っているか。

A

Ｃ）適切な援助を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

A
Ａ）適切な援助を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切な援助を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『⽣命の保持』に関する援助を適切に⾏っているか。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『健康』を踏まえた保育を提供しているか。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『環境』を踏まえた保育を提供しているか。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

B

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｃ）適切な援助を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

A
Ａ）適切な援助を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｂ）適切な援助を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

A
Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『⼈間関係』を踏まえた保育を提供しているか。

A

保育指針に⽰す『保育に関わる全般的な配慮事項』を踏まえた保育を提供しているか。

A
Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

１〜２歳児に対し、保育指針に⽰す『３歳未満児の保育に関わる配慮事項』を踏まえた保育を提供しているか。

A

３〜５歳児に対し、保育指針に⽰す『３歳以上児の保育に関わる配慮事項』を踏まえた保育を提供しているか。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

⼦どもの発達を理解し、保育指針に⽰す『⾔葉』を踏まえた保育を提供しているか。

A
Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

評   価   項   ⽬ 評価

A
Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

乳児に対し、保育指針に⽰す『乳児保育に関わる配慮事項』を踏まえた保育を提供しているか。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。



第２ 保育の内容

⼦どもの⽣活や発達の連続性を踏まえ、就学に向けて、保育指針にある『⼩学校との連携』を図っているか。

A
Ａ）連携を図っており、連携⽅法も適切である。

Ｃ）連携を図っていない。

Ｂ）連携は図っているが、連携⽅法が適切ではない。

評   価   項   ⽬ 評価

障害のある⼦どもに対し、保育指針にある『障害のある⼦どもの保育』を踏まえた保育を提供しているか。

Ａ）適切に保育を提供しており、職員の共通理解も⼗分図られている。
A

Ｂ）適切に保育を提供しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）適切に保育を提供していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。



第３ 保育の計画及び評価

Ｂ）⾃⼰評価を⾏っているが、職員が⾃⼰評価の⽬的や意義を⼗分理解していない。

B
Ａ）保育理念や⼦どもの発達過程を踏まえた全体的な計画を編成しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）保育理念や⼦どもの発達過程を踏まえた全体的な計画を編成しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）全体的な計画を編成していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｃ）指導計画の⾒直しを⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

B
Ａ）全体的な計画に基づき、指導計画を作成しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）全体的な計画に基づき、指導計画を作成しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）指導計画を作成していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ａ）指導計画の⾒直しを⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）指導計画の⾒直しを⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

保育の提供結果について評価し、指導計画の⾒直しを⾏っているか。

B

全体的な計画に基づき、指導計画を作成しているか。

評価

Ａ）⾃⼰評価を⾏っており、その結果を保育所の運営に⼗分反映させている。

保育所の保育理念や⼦どもの発達過程を踏まえた全体的な計画を編成しているか。

Ｃ）⾃⼰評価を⾏っていない、⼜は職員が⾃⼰評価の⽬的や意義を理解していない。

職員の⾃⼰評価を⾏っているか。

評   価   項   ⽬

B

B
Ｃ）⾃⼰評価を⾏っていない。

Ａ）⾃⼰評価を⾏っており、職員が⾃⼰評価の⽬的や意義を⼗分理解している。

保育所の⾃⼰評価を⾏っているか。

Ｂ）⾃⼰評価を⾏っているが、その結果を保育所の運営に⼗分反映させていない。



第４－１ 健康及び安全（⼦どもの健康⽀援）

第４－２ 健康及び安全（環境及び衛⽣管理）

第４－３ 健康及び安全（事故防⽌及び安全管理）

Ｃ）感染症を予防するための取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｃ）対応⽅法などを定めていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ａ）⼦どもの健康状態、発育及び発達状態を把握しており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）⼦どもの健康状態、発育及び発達状態を把握しているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）⼦どもの健康状態、発育及び発達状態を把握していない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

⼦どもの健康診断を⾏っているか。

Ａ）対応⽅法などを定めており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）対応⽅法などを定めているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

A
Ａ）⼊園時及び１年に２回の健康診断を⾏っており、その結果を保護者に伝えている。

Ｂ）⼊園時及び１年に２回の健康診断を⾏っているが、その結果を保護者に伝えていない。

保育所において与薬をする場合、与薬に対する対応⽅法などを定めているか。

A

Ｂ）感染症を予防するための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

A

感染症を予防するための取組を⾏っているか。

A

A
Ａ）感染症発⽣時の体制や対応⽅法などを定めており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）感染症発⽣時の体制や対応⽅法などを定めているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）感染症発⽣時の体制や対応⽅法などを定めていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

評   価   項   ⽬ 評価

A
Ａ）⼦どもが⼼地よく落ち着いて過ごすことができる環境を整備している。

Ｂ）⼦どもが⼼地よく落ち着いて過ごすことができる環境を整備しているが⼗分ではない。

Ｃ）⼦どもが⼼地よく落ち着いて過ごすことができる環境を整備していない。

評   価   項   ⽬ 評価

衛⽣管理のための取組を⾏っているか。

A
Ａ）衛⽣管理のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）衛⽣管理のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

評   価   項   ⽬

⼦どもが⼼地よく落ち着いて過ごすことができる環境を整備しているか。

Ｃ）衛⽣管理のための取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ａ）災害に対する安全確保のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）災害に対する安全確保のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）災害に対する安全確保のための取組がされていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ａ）感染症を予防するための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

事故発⽣時の体制や対応⽅法などを定めているか。

A
Ｂ）事故発⽣時の体制や対応⽅法などを定めているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

災害に対する安全確保のための取組を⾏っているか。

感染症発⽣時の体制や対応⽅法などを定めているか。

事故防⽌や安全管理のための取組を⾏っているか。

A

A

A
Ａ）災害時の体制や対応⽅法などを定めており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）災害時の体制や対応⽅法などを定めているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ａ）事故防⽌や安全管理のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）事故防⽌や安全管理のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）事故防⽌や安全管理のための取組がされていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｃ）災害時の体制や対応⽅法などを定めていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

災害時の体制や対応⽅法などを定めているか。

Ｃ）事故発⽣時の体制や対応⽅法などを定めていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ａ）事故発⽣時の体制や対応⽅法などを定めており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｃ）⼊園時及び１年に２回の健康診断を⾏っていない。

⼦どもの健康状態、発育及び発達状態を把握しているか。

評価



第４－４ 健康及び安全（⾷育の推進）
評   価   項   ⽬

Ｃ）⼦どもの喫⾷状況を把握していない、⼜は献⽴の作成や調理を⼯夫していない。

評価

Ｂ）⼦どもの喫⾷状況を把握しているが、献⽴の作成や調理を⼯夫が⼗分ではない。

A
Ａ）⼦どもが⾷事を楽しむことができる環境を整えたり、⼯夫をしている。

Ｂ）⼦どもが⾷事を楽しむことができる環境を整えたり、⼯夫をしているが⼗分ではない。

⼦どもが⾷事を楽しむことができる環境を整えたり、⼯夫をしているか。

Ｃ）⼦どもが⾷事を楽しむことができる環境を整えたり、⼯夫をしていない。

⾷物アレルギーを持つ⼦どもなどに対して、適切な対応を⾏っているか。

A
Ａ）主治医からの指⽰や嘱託医からの助⾔を受け、保護者と連携して対応している。

Ｂ）主治医からの指⽰や嘱託医からの助⾔を受け、保護者と連携して対応しているが⼗分ではない。

Ｃ）主治医からの指⽰や嘱託医からの助⾔を受けていない、⼜は保護者と連携していない。

⼦どもにふさわしい⾷⽣活が展開されるよう、⾷事について⾒直しや改善をしているか。

A
Ａ）⼦どもの喫⾷状況を把握しており、献⽴の作成や調理も⼯夫している。



第５ 保護者に対する⽀援

Ａ）保護者に伝える取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）保護者に伝える取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。
B

Ｃ）保護者に伝える取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

A

保護者からの相談・意⾒・苦情解決のための取組を⾏っているか。

評   価   項   ⽬ 評価

保護者に対して、保育の内容や⼦どもの様⼦などを伝える取組を⾏っているか。

保護者との相互理解のための取組を⾏っているか。

B
Ａ）保護者との相互理解のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ａ）相談・意⾒・苦情解決のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。
A

Ｂ）相談・意⾒・苦情解決のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）相談・意⾒・苦情解決のための取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

虐待などの疑いがある⼦どもの早期発⾒のための取組を⾏っているか。

Ａ）虐待などの疑いがある⼦どもの早期発⾒のための取組を⾏っており、職員の共通理解も⼗分図られている。

Ｂ）虐待などの疑いがある⼦どもの早期発⾒のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）虐待などの疑いがある⼦どもの早期発⾒のための取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。

Ｂ）保護者との相互理解のための取組を⾏っているが、職員の共通理解が⼗分ではない。

Ｃ）保護者との相互理解のための取組を⾏っていない、⼜は職員の共通理解を図っていない。



第６－１ 職員の資質向上（所⻑の責務）

第６－２ 職員の資質向上（職員の研修等）

保育所の運営に必要な関係機関などを把握しているか。

A
Ａ）関係機関などの役割や連絡⽅法などを把握しており、職員への周知も⾏っている。

Ｂ）関係機関などの役割や連絡⽅法などを把握しているが、職員への周知が⼗分ではない。

Ｃ）関係機関などの役割や連絡⽅法などを把握してしていない、⼜は職員への周知を図っていない。

評価評   価   項   ⽬

Ａ）保育所の運営に必要な法令等を理解するための取組を適切に⾏っている。

Ｃ）保育所の運営に必要な法令等を理解するための取組を⾏っていない。

職員が保育所の運営に必要な法令等を理解するための機会を設けているか。

B

A

Ａ）職員が保育所の運営に必要な法令等を理解するための機会を適切に設けている。

Ｂ）保育所の運営に必要な法令等を理解するための取組を⾏っているが⼗分ではない。

保育所の保育の質の向上のための取組に対し、指導⼒を発揮しているか。

Ｂ）職員が保育所の運営に必要な法令等を理解するための機会を設けているが⼗分ではない。

Ｃ）職員が事業の運営に必要な法令等を理解するための機会を設けていない。

事業の改善に向けた取組に指導⼒を発揮しているか。

B
Ａ）事業の改善のための取組に対し、指導⼒を⼗分発揮している。

Ｂ）事業の改善のための取組に対し、指導⼒を発揮しているが⼗分ではない。

Ｃ）事業の改善のための取組に対し、指導⼒を発揮していない。

B

職員の資質向上に関する基本姿勢を明⽰しているか。

B
Ａ）職員の知識や技術の修得に関する基本姿勢を明⽰している。

Ｂ）職員の知識や技術の修得に関する基本姿勢を明⽰しているが⼗分ではない。

Ｃ）職員の知識や技術の修得に関する基本姿勢を明⽰していない。

所⻑⾃⾝が保育所の運営に必要な法令等を理解するための取組を⾏っているか。

評   価   項   ⽬ 評価

Ａ）保育所の保育の質の向上のための取組に対し、指導⼒を⼗分発揮している。

Ｂ）保育所の保育の質の向上のための取組に対し、指導⼒を発揮しているが⼗分ではない。

Ｃ）保育所の保育の質の向上のための取組に対し、指導⼒を発揮していない。

定期的に研修計画の評価・⾒直しを⾏っているか。

A
Ａ）研修成果の評価を定期的に⾏っており、次の研修計画に反映している。

Ｂ）研修成果の評価を定期的に⾏っているが、次の研修計画に反映していない。

Ｃ）研修成果の評価を定期的に⾏っていない。

職員⼀⼈ひとりの教育・研修の機会が確保されているか。

B
Ａ）職員⼀⼈ひとりについて、教育・研修の機会が確保され、適切に教育・研修が実施されている。

Ｂ）職員⼀⼈ひとりについて、教育・研修の機会が確保されているが、参加等が⼗分でない。

Ｃ）職員⼀⼈ひとりについて、研修機会が確保されていない。



○保育実践における保育の気づきと振り返り

○今後の課題と取り組み

○今後の⽬標

・⽇々の保育をていねいに⾏い、⼦どもの⼈権を尊重しながら試⾏錯誤の上取り組んでいる。
・保育所保育指針に則り、また保育理念という軸を持ちながら職員間の連携を⼤切に保育を進めている。
・環境⾯では、研修等を通して⼦どもの姿に即した適切な展開を都度⾏っているが、まだまだ改良の余地は⾒られる。職員によって、
 ⼦どもの姿の捉え⽅にスキルの差はみられる。
・⼦どもが豊かな感性を育めるよう、五感に働きかけたバリエーション豊富な保育を⽬指し、さまざまな活動を安全に⾏っている。
 また、それらの活動内容をクラスの垣根を越えて共有し合い、多くの年齢や発達に応じた対応を⼼がけている。
・指導計画と保育内容のリンクや活⽤にはまだまだ幅が⼤いにあると感じる。PDCAサイクルをより効果的に発揮できるような⾔語化⼒も
 今後⾝に付けていきたい。
・感染症発⽣時の対応については、対策含め職員間で理解を深めてきているように感じる。⽇々の清掃等、3S（整理・整頓・清潔）を
 意識し強化していきたい。
・⽬的の明確化について、課題を感じる。⼦どもの⽣きる⼒を育むための”⼿段”と”⽬的”の違いを常に明確に⽰しながら保育スキルや
 社会⼈⼒強化を試みたい。

・環境⾯、⼦どもの姿の読み取り⽅において、引き続き研修等を通して⼦どもたちにとってより良い⽣活の場となるよう学びを深めていく。
→研修へ取り組む⽬的を明確にし、積極的な学ぶ姿勢を持つ。学びを深め保育環境への迅速な実⾏を⾏う。

・指導計画と保育内容において、PDCAサイクルをより効果的に発揮し、⾏動や実践だけでなく⾔語化⼒も⾝に付けていく。
→引き続き保育書類作成のサイクルを定着し、計画内容と⼦どもの姿を照合しながら記録も適切に残し、保育実践に活⽤していく。

・感染症対策にもつながるため、⽇々の清掃等、3S（整理・整頓・清潔）を強化していく。
→園内清掃チェック表の活⽤及び、作業効率向上と優先度の引き上げを⾏う。

・保育理念に基づく様々な表現活動（⾳・アート・造形・⾝体表現等）に取り組むことができる計画を作成していく。
→専⾨講師によるカリキュラムの導⼊を⾏い、⾝体づくり強化を実施。

・開かれた保育施設となるための地域交流に関して2025年度以降も計画を策定していく。

・⼦どもが⾃ら考えることの出来る関りを広げ、多くの経験から学び多き保育を⾏う。
・⼦どもの興味関⼼が深まり遊びこめる環境を提供する。
・五感に働きかける活動展開を⽇々⾏い、⼦どもの豊かな感性を育む。
・失敗体験や成功体験を多く積み、強固な⾃⼰肯定感とチャレンジ精神を育む。
・⼈との関り合いの中で、相⼿も⾃分も思いやる⼼を育む。


